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電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

 
○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ）  

第 十 四 条 法 第 七 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 電 気 通 信 役 務 は 、 次 に 掲 げ る 電 気 通

信 役 務 （ 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。 ） と す る 。 

（ 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ）  

第 十 四 条 （ 同 上 ） 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

三 第 一 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 、 事 業 用 電

気 通 信 設 備 規 則 第 三 条 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ

ル 電 話 用 設 備 （ 電 気 通 信 番 号 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 八 十 二 号 ） 第 九

条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 を 用 い て 音 声 伝 送 役 務 の 提 供 の

用 に 供 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し て 提 供 す る

音 声 伝 送 役 務 で あ つ て 、 次 の イ 及 び ロ に 掲 げ る も の 

三 （ 同 上 ） 

イ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 で あ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

（ 当 該 設 備 に 係 る 回 線 の 全 て の 区 間 が 光 信 号 伝 送 用 で あ る も の （ 共 同

住 宅 等 内 に Ｖ Ｄ Ｓ Ｌ 設 備 そ の 他 の 電 気 通 信 設 備 を 用 い る も の を 含 む 。 ）

に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の み を 用 い て 提 供 さ れ る 電 気 通 信 役 務 イ ン タ ー

ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 で あ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 対 応 す る

部 分 に 係 る も の （ 当 該 電 気 通 信 役 務 が そ の 他 の 電 気 通 信 役 務 と 併 せ て

一 の 種 類 の 電 気 通 信 役 務 と し て 提 供 さ れ て い る 場 合 で あ つ て 、 当 該 一

の 種 類 の 電 気 通 信 役 務 に 係 る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 大 部 分 が イ ン タ

ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 で あ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 で 提 供 さ

れ て い る と き は 、 当 該 一 の 種 類 の 電 気 通 信 役 務 に 係 る も の を 含 み 、 そ

イ （ 同 上 ） 

別
紙
２
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れ 以 外 の と き は 、 そ の 種 類 の 電 気 通 信 役 務 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 「 光

電 話 役 務 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る も の 
(1
)

基 本 料 金 （ 利 用 者 が 電 気 通 信 役 務 の 利 用 の 程 度 に か か わ ら ず 支 払 を

要 す る 一 月 当 た り の 料 金 （ 付 加 的 な 機 能 に 係 る も の そ の 他 こ れ に 類

す る も の を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 額 （ 当 該 光 電 話 役 務 の 契

約 に お い て 、 当 該 光 電 話 役 務 以 外 の 役 務 の 契 約 （ 以 下 「 他 の 役 務 契

約 」 と い う 。 ） が 必 要 と さ れ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 他 の 役 務 契 約 に

よ り 利 用 者 が 支 払 う こ と と な る 基 本 料 金 を 合 算 し た 額 と す る 。 ） が

次 の い ず れ か で 提 供 さ れ る も の 

 

(1
)

基 本 料 金 （ 利 用 者 が 電 気 通 信 役 務 の 利 用 の 程 度 に か か わ ら ず 支 払 を

要 す る 一 月 当 た り の 料 金 （ 付 加 的 な 機 能 に 係 る も の そ の 他 こ れ に 類

す る も の を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 額 （ 当 該 光 電 話 役 務 の 契

約 に お い て 、 当 該 光 電 話 役 務 以 外 の 役 務 の 契 約 （ 以 下 「 他 の 役 務 契

約 」 と い う 。 ） が 必 要 と さ れ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 他 の 役 務 契 約 に

よ り 利 用 者 が 支 払 う こ と と な る 基 本 料 金 を 合 算 し た 額 と す る 。 ） が 、

第 一 号 イ に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 （ 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 提 供 す る も

の に 限 る 。 ） の う ち 住 宅 用 と し て 提 供 さ れ る も の （ 施 設 設 置 負 担 金 （ 電

気 通 信 事 業 者 が 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 承 諾 す る 際 に 利 用 者 か ら 交 付

を 受 け る 金 銭 を い う 。 ） の 支 払 を 要 し な い 契 約 に 係 る も の を 除 く 。 ）

の 基 本 料 金 （ 以 下 「 月 額 住 宅 用 基 本 料 金 」 と い う 。 ） の 最 高 額 を 超 え

な い 額 で 提 供 さ れ る も の 

(ｲ
) 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 提 供 す る 第 一 号 イ に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務

の う ち 住 宅 用 と し て 提 供 さ れ る も の （ 施 設 設 置 負 担 金 （ 電 気 通 信

事 業 者 が 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 承 諾 す る 際 に 利 用 者 か ら 交 付 を 受

け る 金 銭 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 支 払 を 要 し な い 契 約 に 係 る も の を

除 く 。 ） の 基 本 料 金 （ 以 下 「 月 額 住 宅 用 基 本 料 金 」 と い う 。 ） の 最

高 額 を 超 え な い 額 

 

(ﾛ
) 当 該 光 電 話 役 務 の 提 供 に 係 る 区 域 に お け る 適 格 電 気 通 信 事 業 者

が 提 供 す る 第 一 号 イ に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 （ 施 設 設 置 負 担 金 の 支

払 を 要 し な い 契 約 に 係 る も の を 除 く 。 ） の 基 本 料 金 の 額 （ 押 し ボ タ

ン ダ イ ヤ ル 信 号 と そ れ 以 外 と に 区 分 さ れ て い る 場 合 は 押 し ボ タ ン

ダ イ ヤ ル 信 号 に 係 る 額 と し 、 住 宅 用 と そ れ 以 外 と に 区 分 さ れ て い

る 場 合 は 利 用 の 態 様 に 応 じ た 区 分 に 係 る 額 と す る 。 ） を 超 え な い 額
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（ (ｲ
)

に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

(2
)

地 方 公 共 団 体 （ 地 方 公 共 団 体 が 出 資 す る 法 人 を 含 む 。 ） が 所 有 す る

電 気 通 信 設 備 に 長 期 か つ 安 定 的 な 使 用 権 を 設 定 す る こ と に よ り 提 供

さ れ る 光 電 話 役 務 で あ つ て 、 (1
)

に 規 定 す る 基 本 料 金 の 額 が 、 月 額 住

宅 用 基 本 料 金 の 最 高 額 に 当 該 額 の 一 割 に 相 当 す る 額 を 加 え た 額 未 満

で 提 供 さ れ る も の 

(2
)

（ 同 上 ） 
(3
)

光 電 話 役 務 の 提 供 区 域 に お け る 当 該 電 気 通 信 事 業 者 以 外 の 者 が 提

供 す る 他 の 役 務 に 係 る 事 情 、 提 供 の 方 法 等 か ら み て (1
)

又 は (2
)

に 規 定

す る 光 電 話 役 務 に 相 当 す る も の と し て 別 に 告 示 で 定 め る も の 

(3
)

 （ 同 上 ）  

ロ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 で あ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

（ イ に 該 当 す る 電 気 通 信 役 務 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 緊 急 通 報 警

察 機 関 、 海 上 保 安 機 関 又 は 消 防 機 関 へ の 緊 急 通 報 に 係 る も の （ イ に 掲

げ る も の を 除 く 。 ） 

ロ （ 同 上 ） 

  

 

   附 則 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

  
 


